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住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金支給事務実施要綱 

 

制定 令和５年１２月２７日 区長決定 要綱第２７号 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ

の影響が大きい低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯）に対し、臨時的な措置として給

付金を支給することにより、負担の軽減を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金（以下「物価高騰追加給付金」

という。）は、前条の目的を達するために、品川区（以下「区」という。）によって支給

される給付金をいう。 

（支給対象者） 

第３条 物価高騰追加給付金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、令

和５年１２月１日（以下「基準日」という。）において、区の住民基本台帳に記録されて

いる者（基準日以前に、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定により

住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区

市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて区の住民基

本台帳に記録されることとなった者を含む。以下同じ。）であって、次の各号のいずれか

に該当する世帯の世帯主とする。 

  令和５年度分の特別区民税均等割のみ課税である世帯 

同一の世帯に属する者全員が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による

令和５年度分の特別区民税（同法の規定による市町村民税を含む。以下同じ。）が非課

税である者または均等割のみが課されている者である世帯（同一の世帯に属する者全員

が非課税である者である世帯を除く。） 

  その他区長が特に必要と認める世帯 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支給対象者

としない。 

  特別区民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯 

  租税条約による免除の適用の届出によって特別区民税均等割が課されていない者を

含む世帯 

  他の区市町村においてこの要綱に基づく物価高騰追加給付金と同様の給付金（国の電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した給付金をいう。次条におい

て同じ。）または住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金支給事務実施要綱（令和

６年品川区要綱第２号）に基づく物価高騰追加給付金（以下「物価高騰追加給付金」

という。）と同様の給付金（国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を

活用した給付金をいう。）を受領した者を含む世帯 

  物価高騰追加給付金を受領した者を含む世帯（住民税非課税世帯物価高騰対策追加
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給付金支給事務実施要綱に規定する支給対象者を含む世帯を含む。） 

 （特例支給） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主であって、

区長が特に認めたものは、同条に定める支給対象者とみなす。 

  令和５年４月１日から基準日の前日までの間に区の住民基本台帳に記録されないこ

ととなった世帯または基準日の翌日から令和６年４月３０日までの間に区の住民基本

台帳に記録されることとなった世帯 

  前条第１項各号のいずれかに該当する世帯 

  他の区市町村においてこの要綱に基づく物価高騰追加給付金と同様の給付金を受け

る見込みがない世帯 

（支給額） 

第５条 前２条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰追加給付金の金額は、１

回に限り、１世帯あたり７万円とする。ただし、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給

付金支給事務実施要綱（令和５年品川区要綱第１３２号）に基づく物価高騰支援給付金

（以下「物価高騰支援給付金」という。）を受給する機会がなかった支給対象者または物

価高騰支援給付金と同様の給付金（国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金等を活用した給付金をいう。以下この条において「他自治体給付金」という。）を受給

する機会がなかった支給対象者または他自治体給付金を受給した支給対象者に対しては、

1回に限り、１世帯あたり合計支給額（他自治体給付金を含む。）が 10 万円となるよう差

額を支給する。 

（受給権者） 

第６条 物価高騰追加給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、

当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、そ

の中から新たに当該世帯の世帯主となった者（これにより難い場合は、死亡した世帯主

以外の世帯構成者のうちから選ばれた者）とする。 

２ 第３条、第４条および前項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理

由に避難している者、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）および老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する

者に係る受給権者等の取扱いについては、別記に定めるとおりとする。 

 （事前確認） 

第７条 区は、第３条および第４条に規定する要件に該当する者であって、かつ、物価高

騰支援給付金の支給を受けたもの（以下「物価高騰支援給付金受給者」という。）に対し、

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金受給承諾書（第１号様式。以下「受給

承諾書」という。）を送付するものとする。 

２ 物価高騰支援給付金受給者は、受給承諾書の送付を受けた際、物価高騰追加給付金受給

拒否等の届出をすることにより、物価高騰追加給付金の受給を拒否することができる。 

３ 区長は、区長が別に定める日までに前項の届出がなかったときは、支給申請があったも

のとみなし、自動的に口座に振り込む方式により物価高騰追加給付金を支給する。 
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４ 物価高騰支援給付金受給者は、受給承諾書により指定する口座を変更するとき、または

受給を辞退するときは、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、本

人による申出であることを明らかにしなければならない。 

（支給の方式） 

第８条 区は、第３条第１号に該当する者（物価高騰支援給付金受給者を除く。）に対し、

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金支給要件確認書（第２号様式。以下

「確認書」という。）を送付するものとする。 

２ 物価高騰追加給付金の支給を受けようとする者（物価高騰支援給付金受給者を除く。以

下「申請者」という。）は、確認書の提出または住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対

策追加給付金申請書（請求書）（第３号様式。以下「給付金申請書」という。）により

申請を行う。 

３ 確認書による申請およびそれに基づく物価高騰追加給付金の支給は、郵送、区の窓口

への持参または電子上で申請者が確認書を区長に提出し、区が住民税非課税世帯等に対

する品川区特別定額給付金事業実施要綱（令和２年品川区要綱第１０７号）に基づく支

給等により把握した口座または申請者が指定する口座に振り込む方式により行う。 

４ 給付金申請書による申請およびそれに基づく物価高騰追加給付金の支給は、次の各号

に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第３号または第４号に掲げる

申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた

場所に居住していることその他第１号または第２号による支給が困難な場合等に行う。 

  郵送申請方式 申請者が給付金申請書を郵送により区長に提出し、区長が申請者から

通知された金融機関の口座に振り込む方式 

  窓口申請方式 申請者が給付金申請書を区の窓口において区長に提出し、区長が申請

者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 

  窓口現金受領方式 申請者が給付金申請書を郵送により、または区の窓口において区

長に提出し、区長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

  現金書留郵送方式 申請者が給付金申請書を郵送により、または区の窓口において区

長に提出し、区長が現金書留郵便で交付することにより支給する方式 

５ 申請者（区が把握している振り込み口座に支給する者を除く。）は、物価高騰追加給付

金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、申請者

本人による申請であることを明らかにしなければならない。 

（代理による申請） 

第９条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次

に掲げる者に限る。 

  基準日時点での第６条の受給権者の属する世帯の世帯構成者 

  法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐

人および代理権付与の審判がなされた補助人） 

  親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で区長が特に

認める者 

２ 代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載をし、給付金申請書によ
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る支給の申請をするときは当該代理人は給付金申請書に加え原則として委任状を提出し

なければならない。この場合において、区長は、公的身分証明書の写し等の提出または提

示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。 

３ 区長は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳により、同項第２号または

第３号の者にあっては、区長が認める代理権があることを確認できる書面の写しにより代

理権を確認するものとする。 

（申請期限） 

第１０条 物価高騰追加給付金の申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。 

２ 確認書および給付金申請書（以下これらを「確認書等」という。）の提出期限は、令

和６年４月３０日（消印有効）とする。 

（支給の決定） 

第１１条 区長は、第８条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の

上、支給の可否を決定するとともに、支給を決定した者に対し物価高騰追加給付金を支給

する。この場合において、確認書または給付金申請書による申請をした者に対しては、当

該支給の可否を通知する。ただし、受給承諾書において指定する口座に振り込んだ場合は、

当該振込みをもって支給手続きを終了したものとして取扱う。 

（物価高騰追加給付金の支給等に関する周知等） 

第１２条 区長は本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日

等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取り扱い） 

第１３条 区長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第１０条

第２項の提出期限までに第８条の規定による確認書等の提出または申請が行われなかっ

た場合、支給対象者が物価高騰追加給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 区長が第１１条の規定による確認書等を受理した後または支給決定を行った後、確認書

等の不備による振込不能等があり、区長が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者か

ら第１０条第２項の提出期限までに確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰す

べき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 

３ 区長が物価高騰支援給付金受給者に対し、第７条の規定により受給承諾書を送付し、第

１０条第２項の提出期限までに区長の責めに帰さない事由により当該受給承諾書が返戻

された場合または口座凍結等により振込不能等があり、物価高騰追加給付金を支給できな

かったときは、申請が取り下げられたものとみなす。 

４ 世帯主が、第７条に基づき受給承諾書を受理し、または同条第３項に規定する区長が別

に定める日から第１０条第２項の提出期限までの間もしくは第７条に基づき申請を行っ

た後に死亡した場合において、同世帯に死亡した世帯主以外の世帯員がいないときは、区

長は相続人調査や供託を行うことなく、支給を取り消すことができる。 

（不当利得の返還） 

第１４条 区長は、偽りその他不正の手段により物価高騰追加給付金の支給を受けた者に対

しては、支給を行った物価高騰追加給付金の返還を求める。 

（受給権の譲渡または担保の禁止） 
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第１５条 物価高騰追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはな

らない。 

（その他） 

第１６条 この要綱の実施のために必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

 この要綱は、令和５年１２月２７日から施行する。 
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別記（第６条関係） 

 

１ 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い 

第１号に掲げる取り扱い事例のいずれかに該当する者が、第２号に掲げる要件を満たし

ている場合、その旨を区長に申し出た者（以下「申出者」という。）については、基準日

時点で申出者が区の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、申出者およびその

同伴者（以下「申出者等」という。）の収入が第３条第１項第１号に規定する世帯に準ず

ると区長が認める場合にあっては、当該申出者等を物価高騰追加給付金の対象者とする。

ただし、当該申出者等のうち、いずれかの者が既に物価高騰追加給付金を受給している場

合を除く。 

   取り扱い事例 この項における取扱いを受ける事例は、次に掲げるいずれかの事例と

する。 

ア 申出者等が配偶者からの暴力等を理由に区に避難し、配偶者と生計を別にしている

者（婦人相談所一時保護所（一時保護委託契約施設を含む。）または婦人保護施設の

入所者であって、当該入所者の親族（配偶者を除く。以下同じ。）など、当該入所者

が属する世帯の者が加害者であり、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。）

であって、基準日において区に住民票を移していない者である場合 

イ 親族からの暴力等を理由に避難している申出者等が自宅には帰れない事情を抱え

ている場合 

   この項における取扱いを受ける場合の要件は、申出者等の居所が区内にあり、かつ、

次のいずれかを満たすものとする。 

ア 申出者等の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（平成１３年法律第３１号）第１０条に基づく保護命令（同条第１項第１号に

基づく接近禁止命令または同項第２号に基づく退去命令を含む。）が出されている

こと。 

イ 婦人相談所、配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所お

よび各区市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等をいう。）等による証明書

が発行されており、区長が配偶者からの暴力の被害者等と認める者であること。 

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭

和４２年自治振第１５０号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象とな

っていること。 

エ アからウまでに掲げる場合のほか、それに準ずる者として区長が特に必要と認め

る者であること。 

 

２ 措置入所等児童の取り扱い 

次のいずれかに掲げる児童（基準日時点で原則として満１８歳に満たない者をいう。

以下同じ。）または児童以外の者（基準日時点で原則として満２２歳に達する日の属す

る年度の末日までにある者（疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の

末日を越えて在学している者を含む。）および児童福祉法第２３条第１項の規定により
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同法第３８条に規定する母子生活支援施設（以下「母子生活支援施設」という。）の入

所者（第６号に掲げる場合に限る。）をいう。以下同じ。）であって、かつ、区が児童

または児童以外の者に係る措置等の入所の対応を行い、当該者の収入が第３条第１項第

１号に規定する世帯に準ずると区長が認める場合にあっては、当該者が基準日において

区の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、物価高騰追加給付金の対象者と

する。また、他自治体において児童または児童以外の者に係る措置等の入所の対応が行

われ、当該自治体より区に対してその旨の情報提供があった者については、基準日にお

いて、区の住民基本台帳に記録され、かつ、区長が特に必要と認める場合に限り、区にお

ける申請・受給権者とする。 

  児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の３第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者または同法第６条の４に規定する里親に委託されて

いる児童（保護者（同法第６条に規定する保護者をいう。次号において同じ。）の疾病、

疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養

育することが一時的に困難となったことに伴い、２カ月以内の期間を定めて行われる委

託をされている児童を除く。） 

  児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第４２条に

規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、もしくは同法第

２７条第２項の規定により同法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援医療機

関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、または同法第２７条第１項第３

号もしくは第２７条の２第１項の規定により入所措置が採られて同法第３７条に規定

する乳児院、同法第４１条に規定する児童養護施設、同法第４３条の２に規定する児童

心理治療施設もしくは同法第４４条に規定する児童自立支援施設（以下「乳児院等」と

いう。）に入所している児童（当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者、

２カ月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所または指定発達支援医療

機関への入院をしている者および保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上ま

たは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったこ

とに伴い、２カ月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除

く。） 

  身体障害者福祉法第１８条第２項もしくは知的障害者福祉法第１６条第１項第２号

の規定により入所措置が採られて障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障

害者支援施設をいう。）またはのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行政法人

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童

（２カ月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３０条第１項ただし書の規定により同法

第３８条第２項に規定する救護施設、同条第３項に規定する更生施設もしくは同法第３

０条第１項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、または売春防止法（昭
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和３１年法律第１１８号）第３６条に規定する婦人保護施設に入所している児童（２カ

月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者

を除き、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者のみで構成する世

帯に属している者に限る。） 

  児童福祉法第２５条の７第１項第３号の規定により同法第６条の３第１項に規定す

る児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等（２カ月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および「社

会的養護自立支援事業等の実施について（平成２９年厚生労働省通知雇児発０３３１第

１０号）」により、入居している者に限る。） 

  母子生活支援施設に入所している者（２カ月以内の期間を定めて行われる入所をして

いる者を除く。） 

 

３ 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い 

身体障害者福祉法第１８条第１項もしくは第２項または知的障害者福祉法第１５条の

４もしくは第１６条第１項第２号の規定による措置が執られている者（措置施設入所者や

措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者（成年後見人、代理権付与の審判

がされた保佐人および代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等をいう。以

下同じ。）を含み、２カ月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。）およ

び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４第１項および第１１条第１項の

規定による入所等の措置等が執られている者（措置施設入所者や措置入所に準ずるものと

して措置権者が適当と認める者を含み、２カ月以内の期間を定めて行われる入所等をして

いる者を除く。以下これらを「措置入所等障害者・高齢者」という。）であって、基準日に

おいて、区の住民基本台帳に記録されている者については、区における申請・受給権者と

する。ただし、区で入所等の措置を講じ、区の措置入所等を行った部署から生活福祉課に

対して、施設所在区市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情

報提供が行われた場合にあっては、当該措置入所等障害者・高齢者を区における申請・受

給権者とする。また、他自治体において措置入所等障害者・高齢者の措置入所等が行われ、

当該自治体より区に対してその旨の情報提供があった者については、基準日において、区

の住民基本台帳に記録され、かつ、区長が特に必要と認める場合に限り、区における申請・

受給権者とする。 

 

４ ホームレス等の取扱い 

居住が安定していない者または事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、い

ずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、区

において住民基本台帳に記録されたときは、区における申請・受給権者とする。 

 

５ 無戸籍者の取扱い 

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、区において居住の実態があり、かつ、

自己またはその未成年の子等が無戸籍であると区に申し出た者について、法務局等におい
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て無戸籍者として把握していることを区長が相当と認めるときは、区における申請・受給

権者とする。 

 



品川区長 森澤 恭子





〈 
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住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金のお知らせ

こ の確認書が届いた 世帯は、住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金（ １ 世帯につき 7万円） の

給付対象と なる可能性があり ますので、受給要件をご 確認いただき、該当さ れる方はご 申請く ださ い。

郵送申請の方は、右側の「 支給要件確認書」 を 切り はなして提出し てく ださ い。

給付の審査が完了次第、 随時、 交付決定通知書を お送り し ます。

対 象 者
令和5 年12 月1日（ 基準日） 時点で品川区の住民基本台帳に登録さ れており 、世帯全員

が令和5 年度住民税が均等割のみ課税者、もし く は均等割のみ課税者および均等割

非課税者で構成さ れる世帯の世帯主
※住民税が課税さ れている者の扶養親族等のみから なる世帯を除く 。

※ 品川区における本給付金の受給は一回のみです。

給 付 額 1世帯につき  7 0 ,0 0 0 円
※令和5 年6月2 日以降、他の自治体から 転入さ れた世帯等においては、給付額が異なる 場合があり ます。

申請期限
オンラ イン： 令和6 年4 月3 0 日(火)まで

郵送： 令和6 年4 月3 0 日(火)  消印有効  

申請方法 下記の①または②の方法で申請を 行ってく ださ い。

①オンラ イン申請
　 下記のⅠD・ パスワード を 使ってインタ ーネット で

　 申請をするこ と も 可能です。

　  品川区給付金申請ポータ ル特設サイ ト

   h ttp s://sh ina g aw a .city-p o rta l .j p /

あなたのID 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　    あなたのパスワード

  

②郵送申請
　 ・ 必要事項を記入し た確認書（ こ の用紙の右側を 切り はなしてく ださ い）

　 ・ 証明書類のコ ピー（ 支給要件確認書の 受取方法でB を 選択さ れた方および を 選択さ れた方）

　   以上の書類を 同封の返信用封筒により 提出してく ださ い。

O the r
l a ng u a g e s

 Eng l ish

 中文

 한국 어

お
問
い
合
わ
せ

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策

追加給付金コ ールセンタ ー

お問い合わせの際は右記のお問い合わせ番号をお知ら せく ださ い。 お問い合わせ番号

お問い合わせ番号
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金

支給要件確認書

品川区長あて

下記の   を世帯主の方が、確認・ 記入し てく ださ い。
令和 年 月 日  

受給要件確認

世帯主（ 確認・ 受給者）

受取方法 

受給要件すべてに当てはまる方は、給付金が受け取れます。 以下の要件を確認後、チェ ッ ク 欄に を 入れてく ださ い。

・ 申請期限までに返送がない場合、本給付金の支給を 辞退し たも のと みなし ます。

・ チェッ ク がない場合、支給対象に該当せず、給付金を 受け取れません。
・ 確認内容が誤っている場合、給付金の返還を求める場合があり ます。
・ 意図的に虚偽の記載をし た場合は不正受給とし て詐欺罪に問われる場合があり ます。

●世帯全員が、住民税が課税さ れている他の親族等の扶養を 受けていません。

●世帯の中に、住民税課税と なる所得がある のに未申告である者はいません。

● 既に住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金と 同趣旨の給付金を

受給し た世帯、または当該世帯の世帯主であった者を 含む世帯ではあり ません。

右記内容に

相違あり ません。

注意事項

フ リ ガナ

氏 名

現 住 所

日中に連絡可能な電話番号 生年月日

口 座 名 義

金 融 機 関 支 店 名
支 店
コ ード

口 座 種 別 口座番号

指定する金融機関口座（  世帯主またはその代理人の

口座に限ります。） への振込みを希望

指定の金融機関口座名を記入し 、必ず振込先金融機関の

通帳（ 見開き面） のコピーなどを同封してく ださ い。

口座名義人（ カ ナ） 金 融 機 関 名 支  店  名

カ ナ氏名

口座種別 支店番号
口座番号
右詰記入①普通 ②当座

銀行

金庫

農協

信組

本・ 支店

出 張 所

ゆう ちょ 銀行

希望の方

口座名義人（ カ ナ） 通帳記号 通帳番号（ 右詰記入）

1 0

A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  の振込先と 同じ 口座への振込みを希望

B 指定の金融機関口座（ 世帯主またはその代理人の口座に限り ます。） への振込みを希望

※証明書類の提出は不要です。

※代理人が代理確認・ 代理受給を行う 場合は、裏面  にも 記入し てく ださ い。

記載さ れた口座以外の口座への振込みを 希望する場合や、上記口座欄に記入がない場合には、以下の欄に受取口座を 指定し てく ださ い。

受取口座について必要事項を 記入し てく ださ い。（ 長期間入出金のない口座を記入し ないでく ださ い。）

B を選択さ れた方は、裏面をご確認いただき、証明書類のコピーを同封してく ださ い。

 

 

 

TEL 0 5 0 -18 07-45 65
FAX 0 3 -5742 -6 8 7 9

受付時間： 午前8 時3 0 分～午後5 時

（ 土・ 日・ 祝日を 除く ）

い
ず
れ
か
を
選
ん
で

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記入日

チェ ッ ク が

ないと 給付

金を受け取

れません｡

●スマート フォンやタ ブレット を

お持ちの方は右の二次元バー

コ ード からも申請できます。

  進捗状況も 確認できます。

希望する受取方法（ 下記のA 、Bど ちら か１ つ） のチェ ッ ク 欄に を入れて、Bを 選択
さ れた方は必要事項をご 記入く ださ い。

 オススメ

保管用 提出用

D
T

2
4

0
1

4
1

3
-O

 E
-7

 C
-1

 K

K
O

Y
U

https://shinagawa.city-portal.jp/


D
T

2
4

0
1

4
1

3
-U

  
E
-7

 K

代理受給を 行う 場合 
フリ ガナ

世 帯 主
と の 関 係 代 理 人

生年月日
年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 日

代理人

氏　 名

代理人

住　 所

日中に連絡可能な

電 話 番 号

上記の者を 代理人と 認め、

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金の

      □ 確認　 □受給　 □確認および受給

を委任し ます。

代理人が法定代理

人以外の場合は、

右の委任欄に記入

してく ださ い。

世帯主

氏　 名

自筆

 原本提出ではなく 、A4 でコ ピーし てく ださ い。

 受取方法で B を選択した方および を選択し た方は、

下記を参考にして、証明書類のコピーを同封してく ださ い。

同封さ れないと 支給できません。

お問い合わせ番号
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金

支給要件確認書

品川区長あて

下記の   を 世帯主の方が、確認・ 記入し てく ださ い。
令和 年 月 日  

受給要件確認

世帯主（ 確認・ 受給者）

受取方法 

受給要件すべてに当てはまる 方は、給付金が受け取れます。 以下の要件を 確認後、チェ ッ ク 欄に を 入れてく ださ い。

・ 申請期限までに返送がない場合、本給付金の支給を辞退し たも のと みなし ます。

・ チェック がない場合、支給対象に該当せず、給付金を受け取れません。
・ 確認内容が誤っている 場合、給付金の返還を 求める 場合があります。

・ 意図的に虚偽の記載をし た場合は不正受給と し て詐欺罪に問われる 場合があり ます。

●世帯全員が、住民税が課税さ れている 他の親族等の扶養を 受けていません。

●世帯の中に、住民税課税と なる 所得がある のに未申告である 者はいません。

● 既に住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金と 同趣旨の給付金を

受給し た 世帯、または当該世帯の世帯主であった者を 含む世帯ではあり ません。

右記内容に

相違あり ません。

注意事項

フ リ ガナ

氏 名

現 住 所

日中に連絡可能な電話番号 生年月日

口 座 名 義

金 融 機 関 支 店 名
支 店
コ ード

口 座 種 別 口座番号

指定する金融機関口座（  世帯主またはその代理人の

口座に限ります。） への振込みを 希望

指定の金融機関口座名を記入し 、必ず振込先金融機関の

通帳（ 見開き面） のコピーなどを同封してく ださ い。

口座名義人（ カ ナ） 金 融 機 関 名 支  店  名

カ ナ氏名

口座種別 支店番号
口座番号
右詰記入①普通 ②当座

銀行

金庫

農協

信組

本・ 支店

出 張 所

ゆう ちょ 銀行

希望の方

口座名義人（ カ ナ） 通帳記号 通帳番号（ 右詰 記入）

1 0

A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  の振込先と 同じ 口座への振込みを希望

B 指定の金融機関口座（ 世帯主またはその代理人の口座に限り ます。） への振込みを 希望

※証明書類の提出は不要です。

※代理人が代理確認・ 代理受給を行う 場合は、裏面 にも 記入し てく ださ い。

記載さ れた口座以外の口座への振込みを 希望する場合や、上記口座欄に記入がない場合には、以下の欄に受取口座を指定し てく ださ い。

受取口座について必要事項を記入し てく ださ い。（ 長期間入出金のない口座を記入し な いでく ださ い。）

B を選択さ れた方は、裏面をご確認いただき、証明書類のコピーを同封してく ださ い。

 

 

 

い
ず
れ
か
を
選
ん
で

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記入日

チェ ッ ク が

ないと 給付

金を 受け取

れません｡

希望する受取方法（ 下記のA 、Bどちらか１ つ） のチェ ッ ク 欄に を入れて、Bを 選択
さ れた方は必要事項をご記入く ださ い。

提出用

0 3 - X X X X - X X X X

6  0 3 1 0

シナガワ　タロウ

品川　太郎

品川区広町２丁目１番３６号

シナガワ　タロウ

品川銀行

普通

区役所支店　　　　　　　　　　　　　　　　９９９　　　　　

＊＊＊＊９９９

１９７５年１月１日

９９９９９９９９９９

〈 表面〉

〈 裏面〉

非課税世帯等給付金

XXXXXXXXXXX

2

4

A

4

B

記入例 ボールペン で 記入し てく ださ い。
（ 消えるボールペン使用不可）

確 認 欄 の 項 目 を 確 認 し

チ ェ ッ ク 欄 に を 記入 し て

く だ さ い 。

こ の確認書を 記入し た日付を

ご 記入く ださ い。

あ ら かじ め 印 字 さ れ て い る

世 帯 主（ 受 給 者 ） の 住 所 が

正し い か確 認し てく だ さ い 。

住所が異なる 場合は二重線で

訂正し てく ださ い。

確認い た だ い たう え で 、日中

連 絡 可 能な 電 話 番 号を 記 入

し てく だ さ い 。

代理受給を 行う 場合

代理人氏名、住所、生年月日、

関係性、日中連絡可能な 電話

番号を 記入し てく だ さ い 。

世帯主の方は委任する該当項目

にチェックし 、署名してく ださ い。

※世帯主の署名は必須で す。

A 、B のいずれか１つのチェック

欄に を入れてく ださ い。

A に 記 載 の口 座 以 外の 口座

への振込みを 希望さ れる 場合

は、B に記入し てく ださ い。

B に記入し た口座に振込みを

希望する 方は、本人確認書類

と 口座確認書類のコ ピ ー２ 枚

を 確 認 書 と 一 緒 に 同 封し て

提出し てく ださ い。

※A にチェ ッ ク を 入れた 方は、

本人確認書類と 口座確認書類

の提出は不要です。

1 （ 必須）（ 必須）

（ 必須）（ 必須）

（ 必須）（ 必須）

（ 必須）（ 必須）

2

3

5

4

5

1

3

代理受給を行う 場合 
フリ ガナ

世 帯 主
と の 関 係 代 理 人

生年月日
年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 日

代理人

氏　 名

代理人

住　 所

日中に連絡可能な

電 話 番 号

上記の者を 代理人と 認め、

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金の

      □ 確認　 □ 受給　 □ 確認および受給

を 委任し ます。

代理人が法定代理

人以外の場合は、

右の委任欄に記入

し てく ださ い。

世帯主
氏　 名

自筆

※本給付金を受給し ない場合は、右欄に×印をご記入く ださ い。

 原本提出ではなく 、A4でコピーし てく ださ い。

本人（ 代理人）確認書類
 世帯主（ 確認・ 受給者） の本人確認書類のコピーを同封してく だ

さ い。代理受給の場合は、代理人の本人確認書類のコ ピーも

必要です。

下記書類などのコピー

　 　 ① 運転免許証　 　 　   ② マイナンバーカ ード 　 　   ③ パスポート
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 表面のみ）

振込先金融機関口座確認書類
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（ カナ） が分かる

通帳やキャッ シュ カ ード のコ ピーなどを同封してく ださ い。

私の世帯は給付金を 受給し ません ■■

△△銀行

CASH CARD

○○○○

記号　 番号

XXX　 　 XXXXXXX

おなまえ

　 　 　 XXXXXXXXXX X様

ゆう ちょ 銀行

こ の口座を 他金 融機 関から の振込み の受 取口 座と し て 利用さ れる 際は

次 の内容を ご 指 定く だ さ い

【 店名】○○○（ 読み○○○○○○）

【 店番】○○○【 預金種目】○○○○【 口座番号】○○○○○○○

総合口座

お名前

○○　 ○○　 様

株式会社△△銀行 □□□支

店番号

1 2 3

口座番号

1 2 3 4 5 6

 受取方法で B を選択した方および を選択した方は、

下記を参考にして、証明書類のコピーを同封してく ださ い。

同封さ れないと 支給できません。

ゆう ちょ 銀行以外の通帳の場合　 　 　 　  ゆう ちょ 銀行の通帳の場合　 　 　 　  キャッ シュカード の場合

〈 

キ

リ

ト

リ

線  

〉

K
O

Y
U



裏面の【誓約・同意事項】を全て確認しチェックしました。全ての内容に誓約・同意の上、申請します。

２．申請者が属する世帯の状況　※令和5年12月1日時点の世帯の全ての構成員について記載

３．振込口座　（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）　※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

※下欄に記載し、振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】

裏面も必ずご確認ください

金　融　機　関　名 支店名 分類
口座番号

（右詰めでお書きください。）
口　座　名　義（カナ）

※通帳の表記に合わせてください

5.農協
6.漁協
7.信漁連

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

金融機関コード 支店コード

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告

6
　□同一
　□異なる

　□同一
　□異なる

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告

5
　□同一
　□異なる

4

郵便番号

〒

- -

西　暦
大　正
昭　和
平　成

日月年

方書現住所

様式第３号（第８条関係）

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金申請書（請求書）

品川区長　あて

１．申請・請求者（世帯主）
（　フ　リ　ガ　ナ　）

性別 生 年 月 日 電　話　番　号
（日中連絡を取ることのできる番号をご記入ください。）氏　　　　　名

現住所と令和5年
1月1日時点の住

所と異なる

○「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する（ ）方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税
課税証明書を添付してください。（該当する方が複数いる場合は、該当する方全員の分）
【注意】住民税所得割課税者がいる世帯は支給対象外です。

（　フ　リ　ガ　ナ　）

　□同一
　□異なる

ゆうちょ銀行

　□同一
　□異なる

1 本人

申請者との
続柄

性別

3

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳
の見開き左上またはキャッシュカードに記載

された記号・番号をご記入ください。
1

通帳記号
6桁目がある場合は

※欄にご記入ください

通帳番号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義(カナ)
※通帳の表記に合わせてください

令和5年度
住民税課税状況氏　　　　　名

異なる場合には
令和5年1月1日時点の

住所を記載

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告(申請者)

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告

2
　□同一
　□異なる

　□課税　　□非課税
　□均等割のみ課税
　□未申告

生年月日

宛名番号

※区記入欄

※



４. 代理確認・受給を行う場合

  ※代理受給は、世帯員もしくは法定代理人が対象となります。

④

※必要事項をご記入ください。

『申請・請求者本人（代理人）確認書類の写し（コピー）』

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』

（「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分）
令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税課税証明書の写し（コピー）』

※【誓約・同意事項】のチェック漏れや、添付書類の不備はありませんか。（チェック漏れや添付書類の不備がある場合、給付を受けられません。）

本申立ての内容に相違ありません。

　　　　　　年　　　　月　　　　日 申請者氏名

『住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金申請書（請求書）』【本書】

提出書類

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1点
の写し（コピー）を提出してください。代理受給の場合は、代理人の本人確認書類のコピーも提出してください。

※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コピー）
を提出してください。

⑤

⑥
品川区が申請書(請求書)を受理した後、または支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等があり、
品川区が確認等に努めたにもかかわらず、申請期限までに申請書（請求書）の補正が行われず、支給対象者の責に
帰すべき事由により支給ができない場合には、給付金が支給されないことに同意します。

⑦

給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないこ
とが判明した場合には、給付金を返還します。

⑧

提出書類に不足がないか、ご確認ください。

上記の者を代理人と認め、
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金の
□申請　　　□受給　　　□申請および受給　を委任します。

代理人が法定代理人以外の場合は、
右の委任欄に記入してください。

世帯主氏名

署名（または記名押印）

【誓約・同意事項】　※全ての項目を確認し、□にチェック（レ）してください。

この申請書は、品川区において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

□以下の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します。

①

世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者はいません。②
既に住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世
帯主であった者を含む世帯ではありません。

③

給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、品川区が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を
行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

④

住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金（以下「給付金」という。）の支給要件（※）に該当します。
※給付金の支給対象となるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

ア　世帯の全員が、令和5年度住民税が均等割のみ課税者、もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者である。
イ　世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。
（注）住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
ウ　世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者はいない。

代理人電話番号
※日中に連絡可能な電話番号代理人氏名

フリガナ
申請者との関係 代理人生年月日 代理人住所

印


